
１．利用料金　（保険給付の自己負担額）

①基本料金　（施設利用料／日）　１割負担の場合　※一定以上の所得がある方は利用料が２割負担、３割負担となります

多床室 個　室

要介護１ 836円 756円

要介護２ 910円 828円

要介護３ 974円 890円

要介護４ 1,030円 946円

要介護５ 1,085円 1,003円

②加算料金　（それぞれ実施した場合に基本料金が加算されます。）

　１割負担の場合　※一定以上の所得がある方は利用料が２割負担、３割負担となります

※

※

※基本料金と加算料金の合計額に指定の％を乗じて計算いたします。

利用料金表（入所）
令和4年4月1日

項目 料金 内容

初期加算 30円／日 入所日より30日間、施設サービス費に加算されます

在宅復帰在宅療養支援機能加算Ⅱ 46円／日 在宅復帰在宅療養支援機能に対する評価が基準を満たしている

短期集中リハビリテーション実施
加算

240円／日 入所日から3ヶ月間、集中的なリハビリテーションを行います

認知症短期集中リハビリテーショ
ン実施加算

240円／日
入所日から3ヶ月間、認知症に対する集中的なリハビリテーション
を行います

リハビリテーションマネジメント
計画書情報提供加算

33円／月
厚生労働省の基準に適合しているリハビリテーション実施計画
を行います

自立支援促進加算 300円／月 厚生労働省の基準に適合している入所者ごとの自立支援を行います

科学的介護推進体制加算（Ⅱ） 60円／月 厚生労働省の基準に適合している介護保健施設サービスを行います

安全対策体制加算 20円／１回のみ 厚生労働省の施設基準に適合した介護保健施設サービスを行っています

経口維持加算（Ⅰ） 400円／月 食事の観察及び会議等、特別な管理を行った場合算定

経口維持加算（Ⅱ） 100円／月 継続して経口摂取を進めるための栄養管理を行った場合算定

口腔衛生管理加算（Ⅱ） 110円／月 歯科医師が、入所者に対し、口腔ケアを月2回以上行った場合算定

褥瘡マネジメント加算（1） 3円／月 褥瘡アセスメントによるケアを行っています

褥瘡マネジメント加算（Ⅱ） 13円／月 褥瘡アセスメントによるケアを行って褥瘡予防を実施しています

排せつ支援加算（Ⅰ） 10円／月 排泄にかかる介護の支援計画を行った場合算定

排せつ支援加算（Ⅱ） 15円／月 排泄にかかる介護を軽減出来る支援を行った場合算定

認知症専門ケア加算（Ⅱ） 4円／日 認知症専門ケア加算（Ⅱ）の体制を満たしています

排せつ支援加算（Ⅲ） 20円／月 排泄にかかる介護支援によりおむつを使用しなくなった場合算定

療養食加算 6円／食 心身の状態によって、適切な療養食を提供した場合算定

所定疾患施設療養費Ⅱ 480円／日 厚生労働省の指定疾患の検査・治療を行った場合算定

緊急時治療管理 518円／日 重篤な症状となり、救急医療が必要となった場合算定

再入所時栄養連携加算 200円／回 入院から再入所時に、経管栄養又は摂食嚥下困難になった場合算定

入所前後訪問指導加算（Ⅱ） 480円／回 訪問し退所を目的とした施設サービス計画の策定を行った場合算定

地域連携診療計画情報提供加算 300円／回 地域連携診療計画情報提供を行った場合算定

訪問看護指示加算 300円／回 退所後の訪問看護指示指示を行った場合算定

退所時情報提供加算 500円／回 退所後の主治医に対して診療状況を文章で紹介した場合算定

入退所前連携加算（Ⅰ） 600円／回 居宅の介護支援専門員と連携して退所後の利用方針を定めた場合算定

ターミナルケア加算１ 80円／日   死亡日前31～45日　ターミナルケアを行った場合算定

ターミナルケア加算2 160円／日   死亡日前４～30日　ターミナルケアを行った場合算定

ターミナルケア加算3 820円／日   死亡前日及び前々日　ターミナルケアを行った場合算定

ターミナルケア加算4 1650円／日   死亡日　ターミナルケアを行った場合算定

外泊時費用 362円／日 外泊を行った場合算定

夜勤職員配置加算 24円／日 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たしています

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 22円／日 介護福祉士の資格者を80%以上配置しています

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 3.9%／月 対象施設となりサービス単位数に乗じて算定しています。

介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 2.1%／月 対象施設となりサービス単位数に乗じて算定しています。

継続的な栄養管理を行います11円／日栄養マネジメント強化加算



２．その他の利用料　（保険給付の対象外）

項目 料金 内容

居住費（多床室）

4段階　　377円／日

光熱水費など、規定の居室費

※所得の低い方の負担軽減があります

3段階　　370円／日

2段階　　370円／日

1段階　　　0円／日

居住費（個室）

4段階　1,668円／日

光熱水費など、規定の居室費

※所得の低い方の負担軽減があります

3段階　1,310円／日

2段階　　490円／日

1段階　　490円／日

食費

　4段階　1,600円／日 食費内訳　朝食　350円　昼食　650円　夕食　600円

入所者の状態に応じた食事を提供 (朝食、昼食、夕食、おやつ2回)
 
※所得の低い方の負担軽減があります
　　負担限度基準費用1,445円(朝食315円、昼食615円、夕食515円)

3段階②　1,360円／日

3段階①　　650円／日

　2段階　　390円／日

　1段階　　300円／日

日常生活費 110円／日
おしぼり、ティッシュペーパー、ペーパータオル、シャンプー／リン
ス、石けん類、口腔ケア用品等、施設で用意するものをご利用いただ
く場合の費用

教養娯楽費 40円／日
利用者に提供する諸材料等教養娯楽に関する費用
脳トレーニングプリント、折り紙、画用紙などの材料、風船、輪投げ
などの遊具、ビデオソフト等の費用

入所者が選定する
特別な療養室料

1,400円／日 個室

1,180円／日 ２人部屋

理美容代 2,000～3,000円／回 出張による理髪サービスを利用した場合

電気製品の利用

習字教室 100円／回 実費材料代

工作教室 100円／回 実費材料代

口腔ケア用特殊スポンジ

2,150円 口腔ケア用特殊保湿剤

1,930円 経管栄養用特殊チューブ

手芸教室 300円／回 実費材料代

電気代 50円／日

寝衣 3,200円

診断書 3,300円

死後処置料 11,000円

死後処置料　深夜の場合 17,600円

入所者が選定する
特別な食費の費用

510円 口腔ケア用特殊歯ブラシ

610円



１．利用料金　（保険給付の自己負担額）

①基本料金　（施設利用料／日）　２割負担の場合　※一定以上の所得がある方は利用料が２割負担、３割負担となります

多床室 個　室

要介護１ 1,672円 1,512円

要介護２ 1,820円 1,656円

要介護３ 1,948円 1,780円

要介護４ 2,060円 1,892円

要介護５ 2,170円 2,006円

②加算料金　（それぞれ実施した場合に基本料金が加算されます。）

　２割負担の場合　※一定以上の所得がある方は利用料が２割負担、３割負担となります

※

※

※基本料金と加算料金の合計額に指定の％を乗じて計算いたします。

介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 2.1%／月 対象施設となりサービス単位数に乗じて算定しています。

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 44円／日 介護福祉士の資格者を80%以上配置しています

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 3.9%／月 対象施設となりサービス単位数に乗じて算定しています。

外泊時費用 724円／日 外泊を行った場合算定

夜勤職員配置加算 48円／日 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たしています

ターミナルケア加算3 1640円／日   死亡前日及び前々日　ターミナルケアを行った場合算定

ターミナルケア加算4 3300円／日   死亡日　ターミナルケアを行った場合算定

ターミナルケア加算１ 160円／日   死亡日前31～45日　ターミナルケアを行った場合算定

ターミナルケア加算2 320円／日   死亡日前４～30日　ターミナルケアを行った場合算定

退所時情報提供加算 1000円／回 退所後の主治医に対して診療状況を文章で紹介した場合算定

入退所前連携加算（Ⅰ） 1200円／回 居宅の介護支援専門員と連携して退所後の利用方針を定めた場合算定

地域連携診療計画情報提供加算 600円／回 地域連携診療計画情報提供を行った場合算定

訪問看護指示加算 600円／回 退所後の訪問看護指示指示を行った場合算定

再入所時栄養連携加算 400円／回 入院から再入所時に、経管栄養又は摂食嚥下困難になった場合算定

入所前後訪問指導加算（Ⅱ） 960円／回 訪問し退所を目的とした施設サービス計画の策定を行った場合算定

所定疾患施設療養費Ⅱ 960円／日 厚生労働省の指定疾患の検査・治療を行った場合算定

緊急時治療管理 1036円／日 重篤な症状となり、救急医療が必要となった場合算定

認知症専門ケア加算（Ⅱ） 8円／日 認知症専門ケア加算（Ⅱ）の体制を満たしています

栄養マネジメント強化加算 22円／日 継続的な栄養管理を行います

排せつ支援加算（Ⅲ） 40円／月 排泄にかかる介護支援によりおむつを使用しなくなった場合算定

療養食加算 12円／食 心身の状態によって、適切な療養食を提供した場合算定

排せつ支援加算（Ⅰ） 20円／月 排泄にかかる介護の支援計画を行った場合算定

排せつ支援加算（Ⅱ） 30円／月 排泄にかかる介護を軽減出来る支援を行った場合算定

褥瘡マネジメント加算（1） 6円／月 褥瘡アセスメントによるケアを行っています

褥瘡マネジメント加算（Ⅱ） 26円／月 褥瘡アセスメントによるケアを行って褥瘡予防を実施しています

経口維持加算（Ⅱ） 200円／月 継続して経口摂取を進めるための栄養管理を行った場合算定

口腔衛生管理加算（Ⅱ） 220円／月 歯科医師が、入所者に対し、口腔ケアを月2回以上行った場合算定

安全対策体制加算 40円／１回のみ 厚生労働省の施設基準に適合した介護保健施設サービスを行っています

経口維持加算（Ⅰ） 800円／月 食事の観察及び会議等、特別な管理を行った場合算定

自立支援促進加算 600円／月 厚生労働省の基準に適合している入所者ごとの自立支援を行います

科学的介護推進体制加算（Ⅱ） 120円／月 厚生労働省の基準に適合している介護保健施設サービスを行います

認知症短期集中リハビリテーショ
ン実施加算

480円／日
入所日から3ヶ月間、認知症に対する集中的なリハビリテーション
を行います

リハビリテーションマネジメント
計画書情報提供加算

66円／月
厚生労働省の基準に適合しているリハビリテーション実施計画
を行います

在宅復帰在宅療養支援機能加算Ⅱ 92円／日 在宅復帰在宅療養支援機能に対する評価が基準を満たしている

短期集中リハビリテーション実施
加算

480円／日 入所日から3ヶ月間、集中的なリハビリテーションを行います

利用料金表（入所）
令和4年4月1日

項目 料金 内容

初期加算 60円／日 入所日より30日間、施設サービス費に加算されます



２．その他の利用料　（保険給付の対象外）

死後処置料　深夜の場合 17,600円

寝衣 3,200円

診断書 3,300円

死後処置料 11,000円

入所者が選定する
特別な食費の費用

510円 口腔ケア用特殊歯ブラシ

610円 口腔ケア用特殊スポンジ

2,150円 口腔ケア用特殊保湿剤

1,930円 経管栄養用特殊チューブ

手芸教室 300円／回 実費材料代

電気代 50円／日 電気製品の利用

習字教室 100円／回 実費材料代

工作教室 100円／回 実費材料代

入所者が選定する
特別な療養室料

1,400円／日 個室

1,180円／日 ２人部屋

理美容代 2,000～3,000円／回 出張による理髪サービスを利用した場合

日常生活費 110円／日
おしぼり、ティッシュペーパー、ペーパータオル、シャンプー／リン
ス、石けん類、口腔ケア用品等、施設で用意するものをご利用いただ
く場合の費用

教養娯楽費 40円／日
利用者に提供する諸材料等教養娯楽に関する費用
脳トレーニングプリント、折り紙、画用紙などの材料、風船、輪投げ
などの遊具、ビデオソフト等の費用

食費

　4段階　1,600円／日 食費内訳　朝食　350円　昼食　650円　夕食　600円

入所者の状態に応じた食事を提供 (朝食、昼食、夕食、おやつ2回)
 
※所得の低い方の負担軽減があります
　　負担限度基準費用1,445円(朝食315円、昼食615円、夕食515円)

3段階②　1,360円／日

3段階①　　650円／日

　2段階　　390円／日

　1段階　　300円／日

居住費（個室）

4段階　1,668円／日

光熱水費など、規定の居室費

※所得の低い方の負担軽減があります

3段階　1,310円／日

2段階　　490円／日

1段階　　490円／日

居住費（多床室）

4段階　　377円／日

光熱水費など、規定の居室費

※所得の低い方の負担軽減があります

3段階　　370円／日

2段階　　370円／日

1段階　　　0円／日

項目 料金 内容



１．利用料金　（保険給付の自己負担額）

①基本料金　（施設利用料／日）　３割負担の場合　※一定以上の所得がある方は利用料が２割負担、３割負担となります

多床室 個　室

要介護１ 2,508円 2,268円

要介護２ 2,730円 2,484円

要介護３ 2,922円 2,670円

要介護４ 3,090円 2,838円

要介護５ 3,255円 3,009円

②加算料金　（それぞれ実施した場合に基本料金が加算されます。）

　３割負担の場合　※一定以上の所得がある方は利用料が２割負担、３割負担となります

※

※

※基本料金と加算料金の合計額に指定の％を乗じて計算いたします。

介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 2.1%／月 対象施設となりサービス単位数に乗じて算定しています。

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 66円／日 介護福祉士の資格者を80%以上配置しています

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 3.9%／月 対象施設となりサービス単位数に乗じて算定しています。

外泊時費用 1086円／日 外泊を行った場合算定

夜勤職員配置加算 72円／日 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たしています

ターミナルケア加算3 2460円／日   死亡前日及び前々日　ターミナルケアを行った場合算定

ターミナルケア加算4 4950円／日   死亡日　ターミナルケアを行った場合算定

ターミナルケア加算１ 240円／日   死亡日前31～45日　ターミナルケアを行った場合算定

ターミナルケア加算2 480円／日   死亡日前４～30日　ターミナルケアを行った場合算定

退所時情報提供加算 1500円／回 退所後の主治医に対して診療状況を文章で紹介した場合算定

入退所前連携加算（Ⅰ） 1800円／回 居宅の介護支援専門員と連携して退所後の利用方針を定めた場合算定

地域連携診療計画情報提供加算 900円／回 地域連携診療計画情報提供を行った場合算定

訪問看護指示加算 900円／回 退所後の訪問看護指示指示を行った場合算定

再入所時栄養連携加算 600円／回 入院から再入所時に、経管栄養又は摂食嚥下困難になった場合算定

入所前後訪問指導加算（Ⅱ） 1440円／回 訪問し退所を目的とした施設サービス計画の策定を行った場合算定

所定疾患施設療養費Ⅱ 1440円／日 厚生労働省の指定疾患の検査・治療を行った場合算定

緊急時治療管理 1554円／日 重篤な症状となり、救急医療が必要となった場合算定

認知症専門ケア加算（Ⅱ） 12円／日 認知症専門ケア加算（Ⅱ）の体制を満たしています

栄養マネジメント強化加算 33円／日 継続的な栄養管理を行います

排せつ支援加算（Ⅲ） 60円／月 排泄にかかる介護支援によりおむつを使用しなくなった場合算定

療養食加算 18円／食 心身の状態によって、適切な療養食を提供した場合算定

排せつ支援加算（Ⅰ） 30円／月 排泄にかかる介護の支援計画を行った場合算定

排せつ支援加算（Ⅱ） 45円／月 排泄にかかる介護を軽減出来る支援を行った場合算定

褥瘡マネジメント加算（1） 9円／月 褥瘡アセスメントによるケアを行っています

褥瘡マネジメント加算（Ⅱ） 39円／月 褥瘡アセスメントによるケアを行って褥瘡予防を実施しています

経口維持加算（Ⅱ） 300円／月 継続して経口摂取を進めるための栄養管理を行った場合算定

口腔衛生管理加算（Ⅱ） 330円／月 歯科医師が、入所者に対し、口腔ケアを月2回以上行った場合算定

安全対策体制加算 60円／１回のみ 厚生労働省の施設基準に適合した介護保健施設サービスを行っています

経口維持加算（Ⅰ） 1200円／月 食事の観察及び会議等、特別な管理を行った場合算定

自立支援促進加算 900円／月 厚生労働省の基準に適合している入所者ごとの自立支援を行います

科学的介護推進体制加算（Ⅱ） 180円／月 厚生労働省の基準に適合している介護保健施設サービスを行います

認知症短期集中リハビリテーショ
ン実施加算

720円／日
入所日から3ヶ月間、認知症に対する集中的なリハビリテーション
を行います

リハビリテーションマネジメント
計画書情報提供加算

99円／月
厚生労働省の基準に適合しているリハビリテーション実施計画
を行います

在宅復帰在宅療養支援機能加算Ⅱ 138円／日 在宅復帰在宅療養支援機能に対する評価が基準を満たしている

短期集中リハビリテーション実施
加算

720円／日 入所日から3ヶ月間、集中的なリハビリテーションを行います

利用料金表（入所）
令和4年4月1日

項目 料金 内容

初期加算 90円／日 入所日より30日間、施設サービス費に加算されます



２．その他の利用料　（保険給付の対象外）

死後処置料　深夜の場合 17,600円

寝衣 3,200円

診断書 3,300円

死後処置料 11,000円

入所者が選定する
特別な食費の費用

510円 口腔ケア用特殊歯ブラシ

610円 口腔ケア用特殊スポンジ

2,150円 口腔ケア用特殊保湿剤

1,930円 経管栄養用特殊チューブ

手芸教室 300円／回 実費材料代

電気代 50円／日 電気製品の利用

習字教室 100円／回 実費材料代

工作教室 100円／回 実費材料代

入所者が選定する
特別な療養室料

1,400円／日 個室

1,180円／日 ２人部屋

理美容代 2,000～3,000円／回 出張による理髪サービスを利用した場合

日常生活費 110円／日
おしぼり、ティッシュペーパー、ペーパータオル、シャンプー／リン
ス、石けん類、口腔ケア用品等、施設で用意するものをご利用いただ
く場合の費用

教養娯楽費 40円／日
利用者に提供する諸材料等教養娯楽に関する費用
脳トレーニングプリント、折り紙、画用紙などの材料、風船、輪投げ
などの遊具、ビデオソフト等の費用

食費

　4段階　1,600円／日 食費内訳　朝食　350円　昼食　650円　夕食　600円

入所者の状態に応じた食事を提供 (朝食、昼食、夕食、おやつ2回)
 
※所得の低い方の負担軽減があります
　　負担限度基準費用1,445円(朝食315円、昼食615円、夕食515円)

3段階②　1,360円／日

3段階①　　650円／日

　2段階　　390円／日

　1段階　　300円／日

居住費（個室）

4段階　1,668円／日

光熱水費など、規定の居室費

※所得の低い方の負担軽減があります

3段階　1,310円／日

2段階　　490円／日

1段階　　490円／日

居住費（多床室）

4段階　　377円／日

光熱水費など、規定の居室費

※所得の低い方の負担軽減があります

3段階　　370円／日

2段階　　370円／日

1段階　　　0円／日

項目 料金 内容


